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今
回
か
ら
中
国
の
第
三
回
普
遍
的
定
期
審
査
（
Ｕ
Ｐ
Ｒ
）
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
二
〇
一
八
年
一
一
月
六
日
に
開
催
さ
れ
た
中
国

の
第
三
回
Ｕ
Ｐ
Ｒ
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ケ
ニ
ア
お
よ
び
サ
ウ
ジ

ア
ラ
ビ
ア
か
ら
な
る
ト
ロ
イ
カ
（
作
業
部
会
）
が
設
置
さ
れ
た
。

審
査
で
は
、
一
五
〇
カ
国
が
発
言
し
、
合
計
三
四
六
の
勧
告
が
行

わ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
中
心
議
題
と
な
っ
た
の
は
、
新
疆
ウ
イ
グ

ル
自
治
区
の
人
権
状
況
で
あ
っ
た
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
英
国
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
は
、
人
種
差
別

撤
廃
委
員
会
が
、
中
国
の
国
家
報
告
書
審
査
の
総
括
所
見

（
二
〇
一
八
年
）
に
お
い
て
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
宗
教
的
過
激
主
義

を
阻
止
す
る
と
の
口
実
の
下
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
数
十
万

か
ら
百
万
人
の
ウ
イ
グ
ル
族
お
よ
び
他
の
イ
ス
ラ
ム
少
数
民
族
が

外
部
と
連
絡
を
絶
た
れ
て
長
期
間
収
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
遺
憾

の
意
を
表
明
し
、
超
法
規
的
な
抑
留
施
設
で
の
個
人
の
抑
留
の
停

止
と
、
人
々
の
解
放
さ
ら
に
は
救
済
を
勧
告
し
た
。
ま
た
、
デ
ン

マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
豪
州
、
ス
イ
ス
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
が
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
国

連
の
特
別
手
続
報
告
者
の
完
全
な
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
よ
う
に
勧

告
し
た
。
さ
ら
に
、
豪
州
、
米
国
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ
お
よ
び

ド
イ
ツ
は
、「
再
教
育
キ
ャ
ン
プ
」
な
ど
す
べ
て
の
形
態
の
恣
意

的
抑
留
の
停
止
と
ウ
イ
グ
ル
人
や
他
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
解
放
を

勧
告
し
た
。

し
か
し
中
国
は
、
こ
れ
ら
欧
米
諸
国
の
勧
告
を
拒
否
し
た
。
中

国
は
、
特
別
報
告
者
ら
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
調
査
に
つ
い

て
、
中
国
政
府
へ
の
圧
力
の
口
実
と
し
て
の
訪
問
や
主
権
お
よ
び

国
内
管
轄
事
項
へ
の
干
渉
に
は
断
固
と
し
て
反
対
す
る
と
し
た
。

さ
ら
に
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
は
中
国
の
国
内
法
に
従
っ
て
過

激
な
テ
ロ
リ
ス
ト
と
戦
う
努
力
が
な
さ
れ
て
お
り
、
恣
意
的
抑
留

の
問
題
は
存
在
し
な
い
と
述
べ
た
。

こ
の
対
立
の
背
景
に
は
、
欧
米
諸
国
と
中
国
に
お
け
る
人
権
観

念
の
相
違
が
あ
る
。
人
権
の
保
障
は
国
際
社
会
全
体
が
追
及
す
べ

き
国
際
公
共
価
値
で
あ
る
と
考
え
る
欧
米
諸
国
（
米
国
・
英
国
・

カ
ナ
ダ
・
Ｅ
Ｕ
）
は
、
二
〇
二
一
年
三
月
二
二
日
、「
中
国
が
新

疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
ウ
イ
グ
ル
族
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
や

人
道
に
対
す
る
罪
を
続
け
て
い
る
」
と
主
張
し
た
。
そ
の
後
、
豪

新
・
世
界
の
人
権
は
い
ま

―
普
遍
的
定
期
審
査
の
現
場
か
ら
―
（
そ
の
七
）
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州
・
Ｎ
Ｚ
が
続
い
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件

以
来
と
な
る
中
国
へ
の
制
裁
で
欧
米
各
国
の
足
並
み
が
そ
ろ
っ

た
。
日
本
は
、「
我
が
国
と
し
て
は
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の

人
権
状
況
に
つ
い
て
深
刻
に
懸
念
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
に
と
ど

ま
り
、
制
裁
に
は
加
わ
っ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
中
国
は
、

国
際
公
共
価
値
と
し
て
の
人
権
と
い
う
観
念
は
欧
米
諸
国
が
発
展

さ
せ
た
価
値
観
に
過
ぎ
ず
、
み
ず
か
ら
の
価
値
観
を
中
国
に
押
し

付
け
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
の
批

判
を
展
開
し
た
。

こ
う
し
た
対
立
の
中
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｏ
Ｈ

Ｃ
Ｈ
Ｒ
）
は
、
バ
チ
ェ
レ
前
人
権
高
等
弁
務
官
が
退
任
す
る

二
〇
二
二
年
八
月
三
一
日
に
、「
中
国
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
お
け

る
人
権
の
懸
念
に
対
す
る
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
に
よ
る
評
価
」
と
題
す
る

報
告
書
を
公
表
し
た
。
同
報
告
書
は
、
中
国
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自

治
区
に
お
い
て 

「
反
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
や 

「
反
過
激
主
義
」
の
名
の

下
に
、
深
刻
な
人
権
侵
害
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
定
し
、
中
国
政

府
に
対
し
て
恣
意
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
人
々
を
釈
放
す
る
よ
う

迅
速
な
措
置
を
と
る
こ
と
、
ま
た
家
族
が
情
報
を
求
め
て
い
る
個

人
の
所
在
を
早
急
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
な
ど
一
三
の
勧
告
を

行
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
は
、
当
該
報
告
書
に
つ
い
て
、「
反
中

国
勢
力
が
捏
造
し
た
偽
情
報
や
虚
偽
に
基
づ
き
、
中
国
に
非
が
あ

る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
」
と
し
、「
中
国
の
法
律
や
政
策
を

歪
曲
し
、
誹
謗
中
傷
し
て
い
る
」
と
反
論
し
た
。
中
国
は
、
巨
大

経
済
構
想
「
一
帯
一
路
」
を
利
用
し
て
、
途
上
国
へ
の
働
き
か
け

を
強
め
、
六
〇
カ
国
が
報
告
書
の
公
表
に
反
対
す
る
中
国
の
立
場

を
支
持
す
る
と
声
明
し
た
。

二
〇
二
二
年
九
月
一
日
、
米
国
の
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
国
連

大
使
は
、
米
国
と
同
盟
国
は
ウ
イ
グ
ル
部
族
な
ど
同
地
域
の
宗
教

的
・
民
族
的
少
数
派
へ
の
中
国
政
府
に
よ
る
「
大
量
虐
殺
と
人
道

に
対
す
る
罪
」を
終
わ
ら
せ
る
べ
く
努
力
を
続
け
る
と
表
明
し
た
。

同
時
に
、「
国
連
人
権
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
が
同
報
告
書
の
調
査

結
果
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
早
く
公
式
に
議
論
す
る
機
会
を
持

ち
、
こ
れ
ら
の
残
虐
行
為
の
加
害
者
が
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が

重
要
だ
」
と
述
べ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
国
連
人
権
理
事
会
に
お
い
て
、
同
年
一
〇
月

六
日
、
米
国
や
カ
ナ
ダ
、
英
国
な
ど
が
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の

ウ
イ
グ
ル
族
な
ど
に
対
す
る
人
権
侵
害
疑
惑
に
つ
い
て
討
論
を
行

う
動
議
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
動
議
は
、
中
国
や
カ
タ
ー

ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
（
Ｕ
Ａ
Ｅ
）、
パ
キ

ス
タ
ン
な
ど
が
反
対
し
、
反
対
一
九
票
、
賛
成
一
七
票
、
棄
権

一
一
票
で
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
欧
米
諸
国
の
提
案
は
否
決
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
、
国
連
人
権
理
事
会
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
を
、
次
回

か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
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